
佐貫クラブ　　組織図

市体育振興課
社会体育係

事務局

第１３条
　クラブの事務を
処理する。

会　計

第１１条（４）
　会計は、本クラ
ブの会計事務にあ
たる。

事業部会

第１６条（１）
　スポーツ教室及び文
化教室の実施、全体イ
ベントの計画立案

広報部会

第１６条（２）
　広報活動

第１５条２
　委員会は、会長より諮問された事
項及びその他、クラブ運営に関する
事項を審議する。

監　　事

第１７条
　本クラブにアド
バイザーを置くこ
とができる。

アドバイザー

副会長

第１１条（１）
　クラブを代表し、業
務を統括する。

第１１条（２）
　副会長は、会長を補
佐する。

会　長

会    員    総    会会    員    総    会会    員    総    会会    員    総    会

第１４条
　総会は、一般会員で構成し、重要事項を審議す
る。

第１１条（５）
　監事は、クラブの会
計、財産事業を監査す
る。

運営委員会


